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コンビプラザ東和三丁目保育園 

重要事項説明書 
 

本説明書は、コンビプラザ東和三丁目保育園における特定教育・保育の提供の開始に際し、

利用申込者の保育の選択に資すると認められる重要事項を示すものです。 

 

1、名称及び所在地 

種別 保育所 

名称 コンビプラザ東和三丁目保育園 

所在地 東京都足立区東和三丁目１３番１号 トーキョーガーデンスイート１階 

連絡先 ＴＥＬ：03（5613）8070  ＦＡＸ：03（3620）3077 

 

2、設置者 

名称 コンビウィズ株式会社 

代表者 代表取締役社長  山﨑 浩二郎 

所在地 東京都台東区元浅草二丁目 6番 7号 

連絡先 ＴＥＬ：03（5828）7632 

 

3、施設及び設備の概要 

認可年月日 ２００７年４月１日 

建物 
鉄筋コンクリート造 １５階建ての１階 

建築面積 6,416.82㎡  延床面積 43,424.80㎡ 

施設の内容 

延床面積 199.24㎡ 

乳児室・ほふく室 58.422㎡  調理室 9.936㎡ 

保育室・遊戯室 32.015㎡  調乳室 2.189㎡ 

乳幼児用トイレ 12.035㎡  事務所・医務室 8.424㎡ 

園庭 35㎡  屋外遊戯場代替場所 内谷公園 11.2㎡ 

設備の種類 冷暖房完備 防犯セキュリティ 保育画像配信サービス 

 

4、施設長の氏名 

施設長 斉藤 真知子 

 

5、施設の目的及び運営方針 

運営方針 

子どもたちひとりひとりが「安心して」「安全に」「安定した」保育園生活

を送り、子どもたちひとりひとりの「伸びていく力」を信じてゆったりと待

つ保育を心がけます。そして、温もりのある「第二の家庭」として地域の

子育て支援のための保育を実践します。 
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6、職員体制及び職務の内容  

職種 人数 資格 職務内容 

施設長 1人 保育士 ・運営管理全般 ・職員の指揮監督 

保育士 １２人 
保育士 12人 

幼稚園教諭 12人 

・保育業務 ・保育計画等の立案 

・家庭との連絡保育業務の補助 

看護師 １人 看護師 ・看護業務 ・衛生管理 ・保育業務 

調理員 ３人 
栄養士 1人 

調理師 2人 
・給食調理業務 

事務員 1人  ・事務全般 

嘱託医 1人 医師 ・入園前検診 ・定期健康診断 

上記は２０２４年４月１日現在の職員数になります 

 

7、開所時間 

提供する曜日 月曜日から土曜日 

開所時間 ７時３０分～２０時３０分（延長１８時３０分～20時３０分） 

保育時間 
保育標準時間 0７時３０分～１８時３０分 

保育短時間 0８時３０分～１６時３０分 

延長保育 

保育標準時間 １８時３０分～２０時３０分 

保育短時間 

朝：0７時３０分～0８時３０分 

夕：１６時３０分～１８時３０分 

※ １８時３０分を超える延長保育は、別途 

「保育標準時間」の延長料金が必要になります 

休業日 日曜日 祝祭日 年末年始（１２月２９日～１月３日） 

 

8、定員 ※保育年齢：生後 57日～2歳児クラス（満 3歳）まで 

０歳児 １歳児 ２歳児 合計 

６名 １０名 １２名 ２８名 

 

9、利用料等 

月額 

保育料 
利用するお子さまが居住する区が定める保育料に準じます。 

延長 

保育料 
月
極 

0歳児 

1時間 6,500円 
ス
ポ
ッ
ト 

0歳児 
1時間 1,000円 

2時間 15,000円 2時間 2,400円 

スポット 1,400円 1歳児 

2歳児 

1時間 700円 

1歳児 

2歳児 

1時間 4,000円 2時間 1,600円 

2時間 10,000円 食事代（1食あたり） 

スポット 1,000円 補食 100円 夕食 1,250円 
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保護者様の勤務時間や通勤時間を考慮し延長保育を承っています。ご利用の際は、都度お申し

込みください。(1時間延長 １８時３０分～１９時３０分、２時間延長 １８時３０分～２０時３０分) 

 

※離乳食の提供はありません。延長時間帯はミルクでの対応となります。 

 

※スポットでの延長保育に関しましては、月極延長保育のお子様の受託人数の状況により、必要 

保育士数が確保できない場合、保育の安全上お預かりをお断りする場合もございます。 

 

※夕食・補食・菓子のいずれかが提供できます。１８時３０分より喫食を開始いたします。お迎えの 

時間によりお選びください。お菓子代は延長保育料に含まれます。お申し込みの日時により夕 

飯の提供ができない場合がございます。その場合はお菓子の対応とさせていただきます。 

 

※夕食、補食代はお申し込み数に応じて延長保育料のご請求時に請求させていただきます。な 

お、食材の準備の都合上、延長保育当日の１２時以降のキャンセルについては、お食事代を請 

求させていただきます。 

 

保育短時間で受託のお子様の延長保育の料金は下記となります。就労のご都合で恒常的に延長

保育が必要な場合には、保育標準時間への変更申請をしていただきますよう、よろしくお願いいた

します。 

 

＜保育短時間認定時間 ８時３０分～１６時３０分＞ 

延長保育 ７時３０分～８時３０分、１６時３０分～１８時３０分 

スポット保育料 ５００円、月極保育料 ４０００円 

※１８時３０分を過ぎての延長保育は、別途延長保育料が必要です。 

 

10、利用開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項 

利用者の決定 区が行う利用調整に準じます。 

退園理由 

・2号、3号認定子どもに該当しなくなったとき(卒園を含む)。 

・保護者から退園の申出があったとき。 

・利用継続が不可能であると区が認めたとき。 

・その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき。 

利用に 

当たっての 

留意事項 

・当日に欠席、又は登園が遅れる場合は、当日 9時までにご連絡ください。 

・お子さまのご体調などにより、お迎えをお願いすることがあります。 

ご出張やご通院など、緊急連絡先に変更のある日は必ず連絡帳または口

頭でお知らせください。 

・お迎え者の変更は事前にお知らせください。ご連絡がない場合、お子さま 

の引き渡しができない場合がございます。 
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11、提供する特定教育・保育の内容 

 子ども・子育て支援法、その他関係法令等を厳守し、保育所保育指針に基づき、利用する子ども

の心身状況等に応じて、特定教育・保育を提供いたします。 

昼食・おやつ 

・補食 

保護者様へは、毎月末に翌月の献立表を配布致します。献立は、栄養士が

季節や行事などを考慮し、カロリー計算したものをご用意いたします。 

アレルギー 

への対応 

アレルギーの心配のある方は医師の指示の下、除去食をご用意することも出

来ますので事前にお申し出ください。 

衛生管理 
・給食開始届を足立区足立保健所へ届出済（２００７年４月２４日届出）。 

・栄養士、調理師及び保育者は毎月細菌検査を行います。 

 

12、健診などについて 

0歳児 
毎月 1回、嘱託医が健診します。健診の結果については健康の記録に記載

するとともに連絡帳にて保護者様にお伝えします。 

1歳児以上 
年 2回、嘱託医が健診します。健診の結果については健康の記録に記載す

るとともに連絡帳にて保護者様にお伝えします。 

 

13、緊急時における対応方法 

 特定教育・保育の提供中、利用子どもに体調の急変などあった場合、すみやかに利用子ども

の保護者または緊急連絡先、その他医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。 
 

14、非常災害時の対策  ※別紙 1参照 
消防計画の届出 防火管理者  斉藤 真知子 

防災設備 自動火災探知機・煙感知器・誘導灯 

避難訓練 火災及び地震を想定した避難及び消火訓練を毎月 1回実施します。 

避難場所 
第一避難場所 東渕江小学校 

第二避難場所 東綾瀬公園 

管轄救急隊 
足立消防署 大谷田出張所 

所在地：東京都足立区東和 4丁目 23番 7号  電話 03（3620）0119 

管轄警察署 
綾瀬警察署 

所在地：東京都足立区谷中 4丁目 1番 24号  電話 03（3620）0110 

 

15、一般法人日本こども育成協議会総合補償制度に加入 

賠償責任保険 1名/１事故    10億円              

傷害保険 

死亡  200万円              

後遺障害  200万円              

入院保険金日額   3,000円              

通院保険金日額   2,000円              
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16、嘱託医 

嘱託医 

（小児科） 

医院名：梅津クリニック  医師名：梅津 亮二  

所在地：東京都足立区東和三丁目１５番２０号２０１ 

電話 03（5616）8214 

嘱託医 

（歯科） 

医院名：かねさか歯科医院  医師名：金坂 浩二 

所在地：東京都足立区東和五丁目９番６号 アリススプリング綾瀬１階 

電話 03（5616）9517 

 

17、保育内容に関する相談・苦情 

（1）相談・苦情担当 

相談・苦情受付担当者  古賀 蘭蘭 （役職:事務員）   ＴＥＬ：03（5613）8070 

※文書・電話・面接などの方法で相談・苦情を受け付けます。 

相談・苦情解決責任者  斉藤 真知子 （役職：施設長） 

※要望・苦情等の内容を受け付けた場合には、適切に対応し、改善を図るよう努めます。 

 

（2）第三者相談窓口 

株式会社こども保育環境研究所 代表取締役  畠山 和人  ＴＥＬ：04（2969）5810 

 

18、虐待防止の為の措置に関する事項 

虐待を発見したときや、保護者や地域住民から相談を受けた場合は、虐待対応マニュアルに沿

って施設長に報告をし、必要に応じて会議などを開催し、保育課及び関連機関に相談・通告を行

います。また、児童虐待相談・報告書に記入し、日々の言動、行動を観察し、事実関係を含め具体

的に記録を取ります。 

 

19、個人情報の取扱い 

 特定教育・保育の提供に当たって、職員及び職員であった者が知り得た個人情報や秘密は、法

令による場合を除くほか、保護者の同意を得ずに第三者に提供することはありません。 

 ただし、小学校、他の保育施設など、地域子ども・子育て支援事業を行う者、その他の機関に対

して、子どもに関する情報を提供する際には、予め文書等により保護者の同意をお願いすることが

ございます（尚、特段の理由がある場合もしくは別に定めのある場合は除く）。 

２０２４年９月２０日 現在 
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別紙１ 

災害時の対策 

 保育中に震度５強以上の地震が発生した場合  

① 早急にお迎えをお願いします。保護者様がお迎えに来られるまでは、お子さまは職員が保護 

いたします。 

② 保育中に大地震が起きた場合には、情報の混乱が予想されます。園から被害状況について 

個別のご連絡は見通しが立てにくいと予想されます。各機関の復旧により、可能な限りご連 

絡を入れさせていただきますが、職員はお子さまの安全確保を最優先して行動いたします。 

被害状況の発信が遅れる場合がありますが、ご了承ください。 

③ 「緊急時引き渡し名簿」の記載の方には、保護者様への確認がなくてもお引き渡しをいたしま 

す。お子さまの安全を第一に、必要に応じて身分証を確認させていただく場合がございます。 

ご了承ください。 

④ 災害の規模により、指定の緊急避難場所に移動します。 

 第一避難場所  東渕江小学校     第二避難場所  東綾瀬公園  

 

 保育園閉園後～開園前までに震度５強以上の地震が発生した場合  

① 保育園内や建物の安全を確認し、保育士の確保ができ次第、保護者様アプリ「CoNNect」の

メッセージなどでご連絡をいたします。それまでは登園せず、自宅で待機してください。また、

ご家庭で正しい情報を入手していただき、東京都の指示に従い行動を決めてください。 

   ※安否の確認は、「東和三丁目保育園掲示板」からご確認ください。他に保護者様アプリ

「CoNNect」のメッセージや災害ダイヤルも活用します。可能な限り被害状況・避難状況は、 

メッセージ配信・災害ダイヤルにも録音します。こちらもご確認ください。 

 

 

※東和三丁目掲示板は、園からの情報発信のツールになります。保護者様情報につきましては、 

災害伝言ダイヤルに録音をお願いします。 

１７１－２－０３－５６１３－８０７０ 
※震災後は、損壊状況・交通機関の復旧状況により、開所時間どおりに開園できない場合もあり 

ます。ご了承ください。 

保育園の情報確認は、 

東和三丁目保育園掲示板 

コンビウィズ株式会社ホームページ → 東和三丁目保育園ホームページ → 掲示板 
(園より発行のユーザーID、パスワードが必要です) 

災害ダイヤル(再生) １７１－２－０３－５６１３－８０７０ 


